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◆健全化判断比率（４指標）等の概要

◆用語の説明と令和５年度健全化判断比率等

◆制度の解説等
１ 地方財政再建制度の見直し
２ 新たな再生法制の概要
３ 財政指標の意義
４ 基準値
５ 比率の算定方法
⑴ 実質赤字比率
⑵ 連結実質赤字比率
⑶ 実質公債費比率
⑷ 将来負担比率
⑸ 資金不足比率

※健全化判断比率等の対象となる会計の範囲を図示すると、次のとおりです。
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年 6 月法律第 94 号）」
に基づく健全化判断比率（４指標）等の概要

この健全化判断比率は、地方公共団体の財政の健全化を維持・向上させるための制度として、地

方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表を義務化した制度として設けられ、平成 19 年度決算

から適用となり、監査委員の意見を付して議会に報告し、広く公表させるものです。各健全化判断

比率に応じて、一定の比率を超過した場合には、財政健全化計画・財政再生計画・公営企業の経営

の健全化を図るための計画の策定が必要となります。

北海道夕張市で明らかになった第三セクターを含めた債務超過等を背景とし、その計画の取組み

状況を毎年議会に報告させ、公表させることによって、地方公共団体の財政破綻を防ぐための制度

として創設されたものです。

「地方財政健全化法」の概要
Ⅰ 健全化判断比率の公表等

Ⅱ 財政の早期健全化

１ 財政健全化計画

２ 財政健全化計画の策定手続等

３ 国等の勧告等

Ⅲ 財政の再生

１ 財政再生計画

地方公共団体（都道府県、市町村及び特別区。）は、毎年度、以下の健全化判断比率を当該地
方公共団体の監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければならない。
※ 令和５年度決算の事例

◆実質赤字比率(※) 早期健全化基準 14.91% ・①財政再生基準 20.00%超過
◆連結実質赤字比率(※) 早期健全化基準 19.91% ・②財政再生基準 30.00%超過
◆実質公債費比率(※) 早期健全化基準 25.00% ・③財政再生基準 35.00%超過
◆将来負担比率(※) 早期健全化基準 350.0%

健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、財政健全化計画を定め
なければならない。

財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表する。
財政健全化計画を定めている地方公共団体（財政健全化団体）の長は、毎年度、その実施
状況を議会に報告し、公表する。
また、これらについては、総務大臣・都道府県知事への報告、総務大臣・都道府県知事に
よる公表が義務付けられている。

財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難であると認められる
ときは、総務大臣又は都道府県知事は、必要な勧告をすることができる。。

再生判断比率（Ⅰ①～③）のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定
めなければならない。
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２ 財政再生計画の策定手続、国の同意等

３ 地方債の起債の制限

４ 地方財政法第５条（地方債の制限）の特例

５ 国の勧告、配慮等

Ⅳ 公営企業の経営の健全化

Ⅴ その他

１ 外部監査

２ 施行期日等

財政再生計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表する。
財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
財政再生計画を定めている地方公共団体（財政再生団体）は、毎年度、その実施状況を議
会に報告し、公表する。
また、これらについては、総務大臣への報告、総務大臣による公表が義務付けられている。

再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、財政再生計画に総務
大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等を除き、地方債の起債ができない。

財政再生計画に同意を得た財政再生団体は、収支不足額を振り替えるため、地方財政法第
５条の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、償還年限が財政再生計画の計画期間
内である地方債（再生振替特例債）を起こすことができる。

財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、総務大臣
は、予算の変更等必要な措置を講ずることを勧告することができる。
再生振替特例債の資金に対する配慮等、財政再生計画の円滑な実施について国及び他の地
方公共団体は適切な配慮を行う。

公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員
の審査に付した上で議会に報告し、公表する。これが経営健全化基準以上となった場合には、
経営健全化計画を定めなければならない。
経営健全化計画の策定手続きについては、Ⅱ２及び３と同様である。

地方公共団体の長は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合等に
は、個別外部監査契約に基づく監査を求めなければならない。

健全化判断比率の公表は、公布後１年以内から、他の義務付け規定については、地方公共
団体の予算編成機会の付与等の観点から、平成 20 年度決算に基づく措置から適用されて
いる。
国等に対する寄附を当分の間原則禁止することとしている旧再建法の規定が引き続き設
けられている。
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令和５年度健全化判断比率等

（単位：％）

備考
１ 実質赤字額、連結実質赤字額、資金不足額又は将来負担額が無い場合は、当該比率の欄については
「－」を記載している。

２ それぞれの欄（資金不足比率の欄を除く。）の括弧内に早期健全化基準の比率を記載している。
３ 連結実質赤字比率の欄に内訳として公営企業会計（水道事業会計、下水道事業会計）の資金不足比
率を記載している。

【用語説明と令和５年度健全化判断比率等の算出内容】

標準財政規模

健全化判断比率を算出する際の基準額として用いられる額で、地方交付税算定上の地方公共団体の一
般財源の標準規模に臨時財政対策債発行可能額を加算した額

実質赤字比率

一般会計、特別会計公営墓園事業（墓園会計）、特別会計ケーブルテレビ管理運営事業（ケーブルテレ
ビ会計）の決算（一般会計等）を対象とし、重複分を純計した実質赤字の標準財政規模に対する比率

実 質 赤 字
比 率

連結実質赤字
比 率

実 質 公 債 費
比 率

将 来 負 担
比 率

－

（１４.９１）

－

（19.91）

14.2

（25.0）

108.2

（350.0）

※資金不足比率

－

令和５年度決算で用いる額 5,139,336 千円

実質赤字比率 ＝{繰上充用額＋(支払繰延額＋事業繰越額)}÷標準財政規模

繰上充用額 歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額

支払繰延額 実質上歳入不足のため、支払を繰り延べた額

事業繰越 実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額
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（単位：千円）

※実質赤字額が無い場合：上記の算出で▲実質収支比率となります。

算定式

（①－②－③－④）＝ ▲233,202

⑤ ＝ 5,139,336

＝ ▲4.53％

上郡町 令和５年度決算における実質赤字比率（令和５年度実質収支額：233,202 千円）

早期健全化基準 14.91％・財政再生基準 20.00％超過

連結実質赤字比率

全会計（一般会計等・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療・上下水道事業）を対象とした実質
赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率

（単位：千円）

算定式

{（①＋②）―（③＋④）} ＝ ▲942,693

＝ ⑤ ＝ 5,139,336

＝ ▲18.34％

上郡町 令和５年度決算における連結実質赤字比率（令和５年度連結実質収支額：942,693 千円）

早期健全化基準 19.91％・財政再生基準 30.00％超過

① ② ③ ④ ⑤

一般会計等の
実質赤字額

一般会計
実質収支額

墓園会計
実質収支額

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ会計
実質収支額

標準財政規模

0 220,710 3,016 9,476 5,139,336

実質赤字比率 ▲4.53％

連結実質
赤字比率

＝{(①＋②)－(③＋④)}÷標準財政規模⑤

①
一般会計等及び公営企業会計(地方公営企業法適用・同法非適用)以外の特別会計のうち、実
質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

② 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

③ 一般会計等及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額

④ 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

① ② ③ ④ ⑤

一般会計等・国
保・介護・後期
高齢会計の実
質赤字

公営企業会計
( 上下 水道会
計)の実質赤字

一般会計等・国
保・介護・後期
高齢会計の実
質黒字

公営企業会計
(上 下水 道会
計)の実質黒字

標準財政規模

0 0 285,307 657,386 5,139,336

連結実質赤字比率 ▲18.34％
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実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

【地方債協議制度への移行に伴い新たに導入された指標でもある。毎年度経常的に収入される財源のう
ち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額（普
通交付税で措置されるものを除く。）に充当されたものの占める割合をいう。】

（単位：千円）

（①＋②＋③＋④）－⑤－⑥－⑦－⑧ ＝ 594,816

（⑨＋⑩＋⑪）－⑥－⑦－⑧ ＝ 4,286,090

＝ 13.87782････％（令和５年度単年度）

上郡町 令和５年度決算における実質公債費比率

※令和４年度単年度 14.8%、令和３年度単年度 14.1%

早期健全化基準 25.0％・財政再生基準 35.0％超過

実質公債
費比率

＝[{(元利償還金＋準元利償還金)－(特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需
要額算入額)}÷{標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額}]
の３か年平均

準元利償
還金

②一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還に充てた
と認められるもの

③一部事務組合等への負担金・補助金等のうち、一部事務組合等が起こした地方債の償還の
財源に充てたと認められるもの

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

元利償還金 上下水道事業

公債費相当

一部事務組合

公債費相当

一時借入金の

利子

特定財源の額 事業費補正算

入の公債費

災害復旧費等

の基準財政需

要額

857,483 521,154 161,179 55 91,809 429,447 406,846

⑧ ⑨ ⑩ ⑪

密度補正算入

の元利償還金

標準税収入額 普通交付税額 臨時財政対策

債発行可能額

16,953 2,839,122 2,262,521 37,693

実質公債費比率 ３か年平均
（令和５年度単年度）

14.2％
（13.9％）
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将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債から充当可能な財源を控除した将来負担見込額の標準財政
規模に対する比率

（単位：千円）

（①＋②＋③＋④）－⑤－⑥－⑦ ＝ 4,639,714

⑧－⑨－⑩－⑪ ＝ 4,286,090

＝ 108.2505････％

上郡町 令和５年度決算における将来負担比率

早期健全化基準 350.0％

将来負担
比率

＝{将来負担額－(充当可能基金金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要
額算入見込額)}÷{標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入
額)}

将来負担
額

①一般会計等の地方債現在高

②一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

③上郡町が加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てる上郡町からの負担金の支出
見込額

④退職手当負担見込額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の支出見込額

① ② ③ ④ ⑤

地方債の現在高
公営企業債等

繰入見込額

組合等負担等

見込額

退職手当負担

見込額
充当可能基金

8,769,572 5,796,393 560,915 721,016 1,445,862

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

充当可能

特定歳入

基準財政需要額

算入見込額
標準財政規模

災害復旧費等の基

準財政需要額うち都市計画税

779,337 526,389 8,982,983 5,139,336 406,846

⑩ ⑪

事業費補正算入の

公債費

密度補正算入

の元利償還金

429,447 16,953

将来負担比率 108.2％
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公営企業における資金不足比率

連結実質赤字比率の算定基礎として用いられる公営企業における資金不足額の事業規模に対する比率
※公営企業会計（水道事業会計、下水道事業会計が該当）

令和５年度決算に係る資金不足比率（％）

経営健全化基準は 20％、上郡町の公営企業会計はいずれも資金不足額がありません。
そのため、資金不足比率は算定できず、該当数値無しを意味する「－」表示となっています。

公営企業の資金不足比率 ＝資金の不足額÷公営企業の事業の規模

資金の不足額
一般会計等の実質赤字に相当するものとして、公営企業会計ごとに算定し
た額

事業の規模 料金収入など主たる営業活動から生じる収益等に相当する額

会計名 令和５年度決算 事業規模（千円） 資金不足比率

水道事業会計 資金不足額無し 349,457 －

下水道事業会計 〃 301,060 －
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制度の解説等

１ 地方財政再建制度の見直し

従来の地方財政再建制度は、地方公共団体の普通会計を主な対象とする「地方財政再建促進特別措置

法（以下「再建法」という。）」を中心として組み立てられてきました。再建法は、昭和 29年度の赤字団

体の財政再建手続（本再建）に対する特別措置であり、それ以降の年度における赤字団体に対しては本

再建の規定を準用する仕組（準用再建）とされてきました。

この制度では、主に次のような課題がありました。

① 財政の健全性を把握するための分かりやすい財政指標が無いこと。

② 再建団体の基準しかなく、早期に是正を促していく機能が無いこと。

③ 再建団体を判定する基準は、実質収支比率（フロー指標）を唯一の指標として使っているため、他

のフロー指標の悪化や、ストック指標に課題がある場合であっても対象とならないこと。また、主と

して普通会計のみを対象としており、公営企業や地方公社などとの関係が考慮されていないこと。

④ 本再建では財政再建債などの法に定める支援があったが、準用再建では法に基づく財政支援措置は

無く、再建を促進するための仕組が限定的であること。

そこで、これらの課題を克服するため、新たな地方公共団体の再生法制が議論されました。それが、『地

方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下「財政健全化法」という。）』で、平成 19 年６月 22 日に

公布、平成 20 年４月１日から施行されました。透明なルールに基づく早期健全化の枠組を設け、それで

も改善しない場合に再生の枠組に移行するという、２段階の新たな手続を構築するものです。

なお、財政健全化法の施行に伴い、「再建法」に基づく再建制度と、「地方公営企業法・第７章財政の

再建」に基づく公営企業の再建制度は廃止になりました。

２ 新たな再生法制の概要

⑴ 健全化判断比率の公表

地方公共団体は、毎年度、以下の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、

公表しなければなりません。

⑵ 財政健全化計画

健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければな

りません。これは、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、県知事に報告しなければ

なりません。

⑶ 財政再生計画

再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければなりませ

ん。これは、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、県知事を経由して総務大臣に報

告しなければなりません。

①実 質 赤 字 比 率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将 来 負 担 比 率

①～④
健全化判断比率

①～③
再 生 判 断 比 率
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⑷ 資金不足比率の公表等

公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとの資金不足比率を監査委員の審査に

付した上で、議会に報告し、公表しなければなりません。

⑸ 経営健全化計画

資金不足比率が経営健全化基準以上の場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。こ

れは、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、県知事に報告しなければなりません。

⑹ 外部監査

健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合・資金不足比率が経営健全化基準以上の

場合には、財政の健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について、個別外部監査契約

に基づく監査を求めなければなりません。

※根拠法令

○地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号） 施行日:平成 20 年４月１日

○地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令（平成 19 年政令第 397 号） 施行日:平成 20 年４月１日

○地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則（平成 20 年総務省令第８号） 施行日:平成 20 年４月１日

３ 財政指標の意義

⑴ 実質赤字比率

地方公共団体の一般会計や一部の特別会計について、歳出に対する歳入の不足額がある場合に、

その赤字額を地方公共団体の一般財源の標準規模を表わす標準財政規模の額で除して得た指標です。

地方公共団体の会計は、単年度において収支が均衡することが大原則ですが、やむを得ず赤字が

生じたときは、次年度の歳入を繰り上げて充用することになっています。この繰上充用額がその年

度の形式的な赤字額ということです。

ところで、形式的には赤字に該当しなくとも、歳入の不足が生じた場合に、その年度に支払うべ

き債務を次年度に繰り延べたり、その年度に執行すべき事業を次年度に繰り越したりすることは、

実質的には赤字と同様の性格を有するものです。

そこで、本件指標においては、形式的な赤字額のみではなく、これらの要素も加算した実質的な

赤字額により比率を算定します。

ある年度の赤字が解消できないと、翌年度に繰り越され、翌年度においてその分の歳入確保・歳

出削減ができなければさらに繰り越され、赤字が累積してしまい、瞬く間に解消不可能な金額に膨

らんでしまうこともありえます。この比率が高くなるほど深刻な事態になります。まずは、赤字を

出さないように財政規律を守っていくことが基本であり重要です。

⑵ 連結実質赤字比率

地方公共団体の全ての会計の赤字額と黒字額を合算して、地方公共団体全体の歳出に対する歳入

の資金不足額がある場合に、その赤字額を標準財政規模の額で除して得た指標です。

従来の制度では、一般会計等に属さない特別会計については、地方公営企業法の当然適用事業（水

道、交通事業など７事業）と一部適用事業（病院事業）についてのみ、地方公営企業法に基づく再

建制度が設けられていました。そのため、地方財政法上の公営企業であっても、地方公営企業法の

適用義務が無いもの（例えば、下水道事業、観光施設事業、宅地造成事業など）については再建制

度の対象となっていませんでした。また、国民健康保険事業や介護保険事業などの会計についても

同様でした。

公営事業会計は、料金収入などを主な財源として運営されるものですが、赤字経営であるケース

も少なくなく、これらの会計の経営状況が悪化すると、一般会計からの負担も増大することとなり

ます。そこで、これらの会計における全ての赤字・黒字の要素を合算して比率を算定し、地方公共

団体全体における収支が健全かどうか把握しようとするものです。

連結決算の赤字も、この比率が高くなるほど解消が困難になったり、解消期間が長期に及んだり

する可能性があります。万が一、連結赤字が生じてしまった場合は、その原因を明らかにするとと
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もに、早期に十分な対策を講ずる必要があります。

⑶ 実質公債費比率

地方公共団体の一般会計等の歳出のうち、義務的経費である公債費や公債費に準じた経費を、標

準財政規模を基本とする額で除して得た数値の３か年平均値による指標です。

公債費や公債費に準じた経費は、ひとたび増大してしまうと、短期間で削減したり先送りするこ

とが困難なものです。そこで、一定以上の規模にならないようにすることが重要です。

この比率が高まると財政の弾力性が低下し、他の経費を節減しないと収支が悪化し、赤字団体に

なる可能性が高まります。

本件指標は、地方財政法第５条の４に基づき、平成 18年度から地方債の協議・許可制度において

も用いられているものです。

⑷ 将来負担比率

地方公共団体の一般会計等が将来的に負担することになる実質的な負債額を把握し、この将来負

担額からその償還に充てることが可能な基金等の額を控除した上で、標準財政規模を基本とする額

で除して得た指標です。

⑴～⑶の３つの指標は、フロー指標といわれるもので、当該年度における現金の流れによる状況

を示すものですが、これらだけでは地方公共団体の負債の状況や将来の収支見通しが十分につかめ

ません。本件指標は新たに導入されたストック指標です。

この指標を算定するに当たっての将来負担額には、一般会計等の地方債残高に加え、債務負担行

為に基づく支出予定額、一般会計等以外の会計の公債費に充てるため一般会計等が負担することに

なる見込額、退職手当支給予定額、地方公社の負債額や第三セクター等のために債務を負担してい

る場合の一般会計等の負担見込額、連結実質赤字額などが含まれることとされています。

この比率が高い場合は、当該団体の標準財政規模に比べて将来負担が大きいということになり、

今後の財政運営が圧迫される可能性があることから、注意していく必要があります。

⑸ 資金不足比率

公営企業会計ごとに算定するもので、一般会計での実質赤字に相当する資金不足額を、営業収益

の額などから算定する事業規模で除して得た指標です。

財政健全化法においては、地方公共団体の全会計を通じた連結実質赤字比率の算定において、個

別の会計ごとに公営企業会計の資金不足額を求め、算入するとともに、個別資金の不足比率を算定

することとなります。

公営企業が提供する住民サービスは、上・下水道、病院など住民の日常生活に欠くことができな

いものが多い上に、その経営悪化が住民生活に多大な影響を与える可能性があるため、このような

事態が生じないよう経営が悪化する初期段階から自律的な経営改善を促し、個々の公営企業の経営

悪化が一般会計等に与える影響を未然に防止するなどの観点から、公営企業の経営の健全化につい

ては、地方公共団体全体の財政の早期健全化・再生の仕組みとは別に早期の経営健全化のための制

度が設けられています。

この比率が高くなるほど、料金収入等により資金不足を解消することが難しくなりますので、経

営状況に問題があることとなります。
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４ 基準値

⑴ 実質赤字比率

※早期健全化基準の算出

｛ 1/5 +（地方財政法施行令第 22 条の規定により算定した額(A)÷標準財政規模(B)の額） ｝×1/2

(A)…標準財政規模の額が 50 億円以上 200 億円未満の場合=（標準財政規模(B)の額＋100 億円）×1/30

(B)…臨時財政対策債の発行可能額を含める取扱いとする。

上郡町の事例（令和５年度決算数値）

標準財政規模=5,139,336 千円

｛ 1/5＋（(5,139,336,000＋10,000,000,000)×1/30）÷5,139,336,000 ｝×1/2＝0.14909･･･ ＝ 14.91％

⑵ 連結実質赤字比率

※早期健全化基準の算出

実質赤字比率の数値＋1/20

上郡町の事例（令和５年度決算数値）

実質赤字比率 0.14909･･･＋1/20]＝0.19909･･･ ＝ 19.91％

⑶ 実質公債費比率

⑷ 将来負担比率

⑸ 資金不足比率

※基準値の考え方

今回の財政健全化法では、早期健全化基準・経営健全化基準に該当した場合に、早期の健全化の枠組

を設け、早期に是正措置を講じることとされています。

この健全化判断比率等だけで、町の財政状況の全てを判断できるものではなく、従来の財政指標であ

る経常収支比率その他様々な指標も併せ、多面的な財政分析を行うとともに、財政の健全性の維持に向

けて不断の努力が必要なことは言うまでもありません。上郡町においては、この健全化判断比率等の他

団体比較などを行いながら、引き続き、健全財政の維持・向上に繋げていきます。

早 期 健 全 化 基 準
11.25～
15.00％

現行の地方債の協議・許可制度における許可制移行基準(市町村

=2.5～10％)と財政再生基準との中間値をとって定められた。

財 政 再 生 基 準 20.00％ 現行再建法の起債制限の基準(市町村=20％)に準じて定められた。

早 期 健 全 化 基 準
16.25～
20.00％

公営企業会計等における経営健全化等を踏まえ、実質赤字比率の

早期健全化基準に５％を加算して定められた。

財 政 再 生 基 準 30.00％
上記と同様の観点から、実質赤字比率の財政再生基準に 10％を加

算して定められた。

早 期 健 全 化 基 準 25.0％
現行の地方債の協議・許可制度において一般単独事業の許可が制

限される基準と同数値とされた。

財 政 再 生 基 準 35.0％
現行の地方債の協議・許可制度において公共事業等の許可が制限

される基準と同数値とされた。

早 期 健 全 化 基 準 350.0％
実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担額の水準と

平均的な地方債の償還年数を勘案して定められた。

経 営 健 全 化 基 準 20.0％
現行の地方債の協議・許可制度における許可制移行基準を勘案し

て定められた。
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５ 比率の算定方法
⑴ 実質赤字比率

☆早期健全化基準 11.25～15.00％

⇒ 団体ごと年度別に算定

★財政再生基準 20.00％

一般会計等(※)を対象とする実質赤字額＝（A）＋（B）＋（C）

（A）繰上充用額＝前年度の歳入不足のため、当該年度の歳入を繰り上げて充用した額

（B）支払繰延額＝前年度の実質上歳入不足のため、前年度に支払うべき債務の支払を当該年度に繰

り延べた額

（C）事業繰越額＝前年度の実質上歳入不足のため、前年度に執行すべき事業に係る歳出予算額を

当該年度に繰り越した額

※一般会計等＝一般会計＋特別会計のうち、次のア～ウ以外のもの（＝普通会計）

ア：地方公営企業法の全部適用・一部適用の企業（＝法適用企業）に係る特別会計

イ：地方財政法に規定する公営企業のうち、法適用企業以外のもの（＝法非適用企業）に係る特

別会計

ウ：ア、イのほか、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、農業共済、介護サービス、駐車

場、交通災害共済、公営競技、公立大学又は公立大学の医学部・歯学部に附属する病院、有

料道路の事業に係る特別会計

⑵ 連結実質赤字比率

☆早期健全化基準 16.25～20.00％

⇒ 団体ごと年度別に算定

★財政再生基準 30.00％

連結実質赤字額＝[（A）＋（B）]-[（C）＋（D）]

（A）＝一般会計又は公営企業（＝法適用企業＋法非適用企業）以外の特別会計のうち、前年度に実

質赤字の合計額

（B）＝公営企業の特別会計のうち、前年度に資金不足額を生じた会計の資金不足額の合計額

（C）＝一般会計又は公営企業以外の特別会計のうち、前年度に実質黒字を生じた会計の実質黒字の

合計額

（D）＝公営企業の特別会計のうち、前年度に資金剰余額が生じた会計の資金剰余額の合計額

実 質 赤 字 額

標準財政規模の額

連 結 実 質 赤 字 額

標準財政規模の額



１４

⑶ 実質公債費比率

☆早期健全化基準 25.0％

★財政再生基準 35.0％

①準元利償還金の内容＝ア～オの合計額

ア：満期一括償還地方債について、償還期間を 30 年とする元金均等年賦償還とした場合の１年当

たりの元金償還金相当額

イ：一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充

てたと認められるもの

ウ：当該団体が加入する組合・当該団体が設置団体である地方開発事業団（＝組合等）への負担

金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの

エ：債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

オ：一時借入金の利子

②算入公債費等の額

＝地方交付税法の規定により、地方債の元利償還金・準元利償還金に係る経費として普通交付税

の算定に用いる基準財政需要額に算入される額

⑷ 将来負担比率

☆早期健全化基準 350.0％

①将来負担額＝ア～クの合計額

ア：前年度末における一般会計等の地方債現在高

イ：前年度末における債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号に規定する経費

等に係るものに限る。） → 例：土地購入費、債務引受に係る債務履行に要する経費など

ウ：前年度末までに起債した一般会計等以外の特別会計に係る地方債の元利償還に充てるため、

一般会計等からの繰入れが必要と見込まれる金額

エ：組合等が起債した地方債の元利償還に充てるため、当該団体からの負担・補助が必要と見込

まれる合計額

オ：前年度末日における当該地方公共団体の職員の全員が同日において自己都合により退職する

ものと仮定した場合に支給すべき退職手当のうち、一般会計等が実質的に負担することが見

込まれる額

カ：前年度末における当該地方公共団体が設立した一定の法人（＝設立法人）※１ の負債額・当

該地方公共団体が設立法人以外の者のために債務を負担している場合※２ における当該債務

額のうち、これらの者の財務内容・経営状況を勘案して、一般会計等において実質的に負担

することが見込まれる額

※１ 地方道路公社、土地開発公社、地方独立行政法人

(元利償還金＋準元利償還金①)－(特定財源＋算入公債費等の額②)

標準財政規模の額－算入公債費等の額 の３か年平均

将来負担額①－(充当可能基金額②＋特定財源見込額③＋地方債現在高等に係る

基準財政需要額算入見込額④）

標準財政規模の額－算入公債費等の額
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※２ 第三セクターに対して損失補償を行っている場合など

キ：連結実質赤字額

ク：前年度末における組合等の連結実質赤字額の相当額のうち、一般会計等において実質的に負

担することが見込まれる額

②充当可能基金額＝①のア～カの償還額等に充てることができる地方自治法第 241 条の基金の前年

度末における残高合計額

③特定財源見込額＝①のア～エの償還額等に充てることができる特定の歳入見込額

④地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額＝地方交付税法により、①のア～エに要する経

費として普通交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入されることが見込まれる額として総務

省令で定めるところにより算定した額

⑸ 資金不足比率

☆経営健全化基準 20.00％

①資金の不足額＝以下のとおり算定した前年度の資金不足額

Ａ 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業 ア＋イ＞ウの場合、(ア＋イ)－ウ

ア：(前年度末日における流動負債の額)－(前年度末日における一時借入金・未払金で建設改良

費に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において起債することとしている額)

イ：前年度末日における建設改良費等以外の経費に充てるために起債した地方債現在高

ウ：(前年度末日における流動資産の額)－(前年度に執行すべき事業の支出予算額のうち当該年

度への繰越事業の財源に充当できる特定財源で、前年度に収入された部分に相当する額)

Ｂ 宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業 ア＋イ＞ウの場合、（ア＋イ)－ウ

ア：前年度決算における歳出額

イ：前年度末日における建設改良費等以外の経費に充てるために起債した地方債現在高

ウ：前年度決算における歳入額(当該年度に繰越して使用する経費に充てるための繰越金額を除

く。)

Ｃ 宅地造成事業を行う法適用企業・法非適用企業（省略）

Ｄ 解消可能資金不足額

Ａ～Ｃにより算定した資金不足額の全部又は一部が、公営企業に係る施設の建設改良費等の財

源に充てるために起債した地方債の元利償還金で前年度までに償還された合計額が当該施設に

係る前年度までの減価償却費の合計額を超えていることその他これに準じる事由により生じて

いると認められる場合は、Ａ～Ｃにより算定した額からこれらの事由により生じている資金不

足額を控除した額とする。

②事業の規模＝以下のとおり算定した前年度の事業の規模

Ａ 宅地造成事業のみを行うものを除く法適用企業

→(前年度の営業収益の額)－(受託工事収益の額)

Ｂ 宅地造成事業のみを行うものを除く法非適用企業

→(前年度の営業収益に相当する収入額)－(受託工事収益に相当する収入額)

Ｃ 宅地造成事業のみを行う法適用企業・法非適用企業（省略）

資金の不足額 ①

事 業 の 規 模 ②


